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監理団体（技能実習生と受入企業のサポートをす
る機関）は、監理費などの費用や運営規定につい
てホームページやSNSなどWeb上で公表しなけれ
ばならない、と「義務化」されました。今年2023
年6月から義務化になっていますので、現在は、実
習生を受け入れようとする企業は監理団体のホー
ムページで確認ができるようになっている、とい
うことになります。

https://www.otit.go.jp/files/user/230925-03.pdf

▼外国人技能実習機構：「監理団体の業務の運営に関す
る規定」のインターネットによる公表をお願いします

Web

https://www.otit.go.jp/files/user/230925-04.pdf
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https://www.otit.go.jp/files/user/docs/231002-SS.pdf
▼外国人技能実習機構：令和4年度外国人技能実習機構業務統計

https://www.otit.go.jp/files/user/230925-03.pdf
https://www.otit.go.jp/files/user/230925-03.pdf
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https://www.moj.go.jp/isa/content/001401369.pdf

▼出入国在留管理庁：入管法等改正法の概要等

https://www.moj.go.jp/isa/laws/bill/index.html

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA22A0W0S3A920C2000000/

▼日本経済新聞：紛争避難民を「準難民」に認定 政府、12月1日に施行
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現在、技能実習生の総数は32万人。そのうち、行方不明になった実習生は9006人にも上ります。
国籍別ではベトナム人が最も多く、6000人を超えています。報道では、転職を禁止する規定が主
な原因となっているのではないかと指摘しています。

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000318425.html?display=full
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▼テレ朝ニュース2023年10月4日

着々と新制度に向けて議論が積み重ねられている政府の有識者会議が10月4日に開催されました。
そこでは、監理団体の受入れ企業に対する指導が不十分なところが指摘され、その原因に、現行の
制度では監理団体と受入れ企業の役員を兼職できる規定になっている点が注目されたという。

そた、会議で使われた資料に興味深いデータが記載されていましたので、その注目ポイントを挙げ
ます。

【注目ポイント】
・特定技能外国人の8割は、技能実習生からの切り替えルート
・技能実習2号を修了した実習生の4割が特定技能へ。2割は技能実習3号へ。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00074.html
▼出入国在留管理庁：技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議（第１１回）

https://news.yahoo.co.jp/articles/4fcce3f042d95d56558629d85795a174dae19b6a

▼毎日新聞2023年10月4日：技能実習の監理団体、機能強化を指摘 受け入れ側との兼職問題視

2023年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ってその電子メールを提示する
ことで査証申請・上陸申請をすること可能になっています。

そして、さらに、紙の在留資格認定証明書についても、原本だけでなく、写しを提出することで査
証申請・上陸申請を行うことにが可能になりました。これにより、紙の在留資格認定証明書をPDF
等のデータに変換して、海外にいる外国人本人にメール等で送信することが出来るようになりまし
た。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/10_00136.html
▼出入国在留管理庁：在留資格認定証明書の電子化について

https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/28730/
▼JITCO：在留資格認定証明書の手続きが写しでも可能になりました
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法務行政、変化に対応する法務行政、そういったことを踏まえて、総理か
ら昨日、７点の法務行政の課題について御指示がございました。〜中略
〜 ５番目、「一定の専門性等を有する外国人材の円滑な受入れ、在留
管理の徹底、技能実習制度と特定技能制度の見直しなど」。
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大臣就任にあたり
職員の前で大臣訓示
令和5年9月14日

法務⼤⾂
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00946.html
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最大の送出国ではあるのですけれども、失踪する方々の数は、絶対数
からいえばベトナムが一番多いという問題もありまして、これをしっかりと
改善していくと。双方の国にとって一番いい形で改善していくということは
必要だと思いますが、まずその前提として、現行制度の適正化もしっかり
やらなければいけない

閣議後記者会見
令和5年9月19日

法務⼤⾂

https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00446.html

補完的保護対象者の認定制度を創設しますが、この部分の施行日を令和
５年１２月１日とするものです。
〜中略〜 人道上の危機に直面している真に保護すべき方々を確実に保

護する制度であることに鑑みまして、早期に施行することとしたわけであり
ます。
補完的保護対象者として認定された方々は、原則として「定住者」の在留

資格を付与され、より安定的に我が国に在留することが可能となり、制度的
な裏付けのある支援を受けることも可能になってまいります。

改正入管法の趣旨に従って、制度の適切な運用がなされるとともに、補完
的保護対象者として認定された方が適切な支援を受けられるように、着実
に法施行の準備を進めてまいりたいと考えています。

閣議後記者会見
令和5年9月26日

法務⼤⾂

https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00448.html
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https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/03_00
067.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/skille
dlabor.html

h"ps://www.instagram.com/gaikokujinnews/
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